
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



この定款の施行について必要な細買IJは、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

(細則)

第 57条

この定款は、この法人の成立の日から施行する。

この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長 吉本高志

副理事長飯沼一宇

副理事長土屋 滋

事 伊田 A洲雄

伊藤直之

今泉益栄

大井 康

大藤正樹

岡村州博

賀来満夫

閤分敏彦

佐々木

田村

師

山内

附則

事

事

事

事

事

事

理

理

理

理

理

理

理

1 

2 

事

毅

也

生

淳

一

助

同

県

研

英

裕

多

馨

四方田

和田

理

事

事

事

事

事

事理

理

理

理

理

ヂ野

吉永

事

理

監

事

この法人の設立当初の役員の任期は、第 16条第 1項の規定にかかわらず、成立の日から平成 13年の通

常総会の日までとする。

監

3 

この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるとこ

ろによるものとする。

4 

この法人の設立当初の事業年度は、第 49条の規定にかかわらず、成立の日から平成 12年 3月 31日ま5 

でとする。

この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

個人正会員会費 5， 000円(年額)

団体正会員会費 一口 50， 000円(年額)

個人賛助会員会費一口 2， 000円(年額)

団体賛助会員会費一口 10，000円(年額)

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

6 

附貝.IJ

平成24年 12月 12日改正






